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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

メール sakanaka.k@g-tourism.jp

一般財団法人かわかみ源流ツーリズム

阪中

所属

担当者

電話番号 0746-52-0333

WEBサイト ※QRコードも可

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可氏名

協議会名称

吉野川紀の川源流ツーリズム推進協議会

・設立の経緯：平成8年に「川上宣言」を発信し、「水源地の村づくり」を推進してきたが、環境保全と観光振興を
      村民の参画の下に同時に進めることが水源地の村づくりを進める上で重要であることから、
              エコツーリズム推進法に基づく全体構想を策定することとなった。
・基本理念 ：川上村の自然・歴史・文化などの地域資源を活かした体験プログラムを通して保全と継承、

観光産業の活性化を目指す。
・主な取組み：キャニオニング、氷瀑ツアー、後南朝の歴史ツアー、柿の葉寿司づくり、郷土料理体験など

村民ガイドによるプログラムづくり
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現在の活動
【エコツアーの展開】
・奈良県川上村の「自然」「歴史」「文化（くらし）」をテーマに企画。
【村民ガイドの活躍】
・人口1,200人の村で、40名の村民がそれぞれの得意を活かし案内役として登場。
・少人数での実施により、ガイドと参加者が密に繋がる体験を提供。

これからの予定（将来展望）
・旅行業登録（第２種）を利用したエコツアー造成
宿泊や移動を伴うツアーの造成が可能となることで、高付加価値化を目指す。
水源地の森プレミアムツアー、後南朝の歴史ツアー、地域の課題解決や基幹産業の林業、吉野川（紀の川）
流域の連携を企画予定。
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